
別添３ 

別表第２（第12条関係） 

 （単位 円） 

交通用具の片道の使用距離の区分 手当の額 

５キロメートル未満 2,600 

５キロメートル以上10キロメートル未満 3,000 

10キロメートル以上15キロメートル未満 5,200 

15キロメートル以上20キロメートル未満 7,300 

20キロメートル以上25キロメートル未満 9,500 

25キロメートル以上35キロメートル未満 11,600 

35キロメートル以上45キロメートル未満 13,800 

45キロメートル以上50キロメートル未満 15,600 

50キロメートル以上55キロメートル未満 16,200 

55キロメートル以上60キロメートル未満 17,900 

60キロメートル以上65キロメートル未満 18,400 

65キロメートル以上70キロメートル未満 20,100 

70キロメートル以上75キロメートル未満 21,800 

75キロメートル以上80キロメートル未満 23,500 

80キロメートル以上85キロメートル未満 25,200 

85キロメートル以上90キロメートル未満 26,900 

90キロメートル以上95キロメートル未満 28,600 

95キロメートル以上100キロメートル未満 30,300 

100キロメートル以上 32,000 

 


